
ジャンル：補助制度

事業名 内容 開催時期 参加費用 連絡先

1. 各務原市内でま
ちづくり活動を
行うこと。

2. 定款、規約又は
会則を有するこ
と。

3. 各務原市内に在
住、在勤又は在
学をする市民が
５人以上の
構成員を有する
こと。

4. 政治活動又は宗
教活動を主たる
目的としないこ
と。

5. NPO法人の
場合は、主たる
事務所が
各務原市内に
あること。

URL：

事業名等 内容 開催時期 参加費用 連絡先

パーク
レンジャー

活動推進事業

緑豊かな街づくりを市民協働で行うため、
パークレンジャー制度の推進及びボランティ
アの支援等を行うものである。

＜内容＞
パークレンジャー認定、パークレンジャー帽子
貸与
各務原市まちづくり活動補償制度に加入

随時 無料

河川公園課
公園活用係
058-383-
1533
tkoen@city.k
akamigahara
.gifu.jp

URL：

まちづくり
活動助成事業

市民が知恵を出し合い、力を合わせて行う、
市民によるまちづくり活動の促進とNPO や
市民活動団体の成長を目的に団体が行うま
ちづくり活動や事業に要する経費の一部を
助成するもの。

助成金は2 種類あり、団体の設立年数で決
まる。

申請できるのは、年度内に1 団体1 事業1
回まで。

（1）スタート助成
　（設立後3 年未満の団体）
　①助成率
　　　1 年目:3 分の2 以内
　　　2 年目：3 分の1 以内
　②助成限度額
　　　1 年目:100,000 円
　　　2 年目：50,000 円

（2）まちづくり助成
　（設立後3 年以上の団体）
　①助成率
　　　1 年目：3 分の2 以内
　　　2 年目：3 分の1以内
　②助成限度額
　　　1 年目：300,000 円
　　　2 年目：150,000 円

募集期間
R7年

10月6日～
12月25日

助成金の交付を受け
ることができる者は、
次に掲げる要件のい
ずれにも該当するも
のとする。

無料

まちづくり推進
課
（058-383-
1997）

市内の公園などの
緑化、清掃等を

ボランティアで行う
市民団体

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/shiminsanka/1001857/1001859/1001861/1001862.html

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/1008207/1008331/1008346.html

対象者

対象者

R7年度　高齢者の社会参加と生きがいづくりに向けた事業　（各務原市）
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ジャンル：補助制度

R7年度　高齢者の社会参加と生きがいづくりに向けた事業　（各務原市）

事業名等 内容 開催時期 参加費用 連絡先

1. 各務原市の
住民基本台帳に
記載されている
方

2. 令和7年４月１
日以降に自主返
納をした方

３. 有効期限内のす
べての運転免許
証を自主返納し
た方

4. 自主返納をされ
た日から３か月
以内の方

URL： https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/bousai/1001255/kotsu/1009317.html

次のいずれにも
該当する方

対象者

無料

各務原地区交
通安全協会
058-371-
4920

随時

高齢運転者等の交通事故軽減を図るため、
65歳以上の高齢運転者または障害手帳所
持者で運転免許証自主返納した方を対象
に、交通系ICカード2000円分（manaca）を
１人１回限り配付

運転免許証
自主返納
支援事業
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